
サプライチェーンと人権

昨今、「サプライチェーンと人

権」はビジネスを行う上で避けて

は通れない重要なテーマとなって

おり、人権デュー・ディリジェン

ス（注）を実施することは社会的な

要請となっています。

具体的には、強制労働や児童労

働による人権侵害がないか、ある

いは企業活動が環境を汚染して周

辺住民に悪影響を与えていないか

などを調査・評価することを指し、

適切に人権デュー・ディリジェン

スを行わず、改善に向けた対応を

怠った場合、企業イメージを大き

く損なうことにもなります。

ジェトロでは、「サプライチェー

ンと人権」に関するセミナー等を実

施するとともに、各国の取り組み事

例の調査・研究レポートや外国法令

の和訳をウェブサイト上で公開する

ことを通して、日本企業の公正な事

業活動を支援しています。
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出所：責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンスガイダンス、21p
注：企業活動における人権への負の影響を調査・評価し、それを防止、停止、軽減させること。

図：OECDデュー・ディリジェンスの枠組み
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